
職発 0317 第 4 号 

 令和５年３月 17 日 

 

 

厚 生 労 働 省 

職 業 安 定 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務、又は 

違法・有害と疑われる事案への対応について 

 

 

募集情報等提供事業を利用するなどにより、あたかも通常の募集を装い、強盗や

特殊詐欺などの職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務を募

る、いわゆる闇バイトなどの募集広告が確認されています。広く社会的に認知されて

いる求人メディア等の募集広告を悪用して犯罪行為の実行行為者を募り、労働者に

なろうとする者自身が意図せず犯罪者となる懸念があるなど、重大な社会問題となっ

ています。 

本日、犯罪対策閣僚会議において「ＳＮＳで実行犯を募集する手口による強盗や特

殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」（別添１）が策定されました。貴会におかれまし

ても、会員企業及びその関係事業者に対し、下記にご留意の上、職業安定法第 63条

第２号に規定する公衆道徳上有害な業務（以下「有害業務」といいます。）又は違法・

有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報の掲載等を防止することや、有害業

務又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報等を把握した場合に、

下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に連絡をいただくなど、適切な

対応（以下「本件取組」といいます。）をするよう周知を図っていただきたくお願いいた

します。 

なお、本件通知は警察庁と協議済であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 対象 

本件取組の対象は、有害業務（※）又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹

介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者の供給に関する、契約の申入れか

ら締結、契約に基づくサービスの提供に至るまでのすべての過程とします。 

一般社団法人 スポットワーク協会 御中 



また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、求人に関する情報の収集か

ら掲載に至るまでのすべての過程とします。 

※ 例えば社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務をいい、裁判例（東京

高裁平成３年 10月 14日判決）においては、「『公衆道徳上有害な業務に就かせ

る目的』とは、当該業務に従事することが即犯罪を構成するか、犯罪を構成しな

いまでも犯罪に極めて近接するような業務であって、しかも公衆道徳にもとること

著しい業務に就かせる目的を指すものと解すべき」とするものがあります。 

 

２ 有害業務に係る求人広告への対応 

（１） 予防のための取組について 

有害業務に係る求人広告が掲載されることを防ぐため、サービスの提供に至

るまでの各過程において、募集に係る業務が有害業務に該当しないかを確認

するとともに、違法・有害と疑われる業務である場合には、求人者や募集に係

る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が掲

載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、有害業務又は違法・

有害と疑われる業務に係る求人広告を収集しないように努めるとともに、収集

した求人広告に違法・有害と疑われる業務を確認したときは、求人者や募集に

係る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が

掲載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

上記の確認をしてもなお求人者や募集に係る業務の内容に不審な点がある

場合には、求人広告の掲載について拒否や保留等の対応をするとともに、速

やかに下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報（通報先の

選定基準については下記３（１）参照。）した上で、その指示・助言等を受け適切

にご対応ください。 

なお、確認等に当たって判断に迷うことや不明な点などがあれば、通報先と

なり得る警察本部までご相談ください。 

 

（２） 排除のための取組について 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告が掲載されていな

いかについて、定期的に自主点検をするとともに、有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告が掲載されていることを発見した場合は、直ちに

当該求人広告の削除や公開の停止等、労働者が応募できないようにする措置

を講じるとともに、下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報

した上で、その指示・助言等を受け適切にご対応ください。 

なお、当該求人広告の削除や公開の停止に当たっては、関連する通信ログ



も含めて、可能な限り当該求人広告に関する情報の保全等に努める必要があ

ることにご留意ください。 

おって、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告は、的確表

示義務（職業安定法第５条の４）等に違反していることが多いと考えられますが、

職業紹介事業者等が、当局の指示にもかかわらず有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告に対して適切な措置をとらない場合には、本条

違反等による指導・監督の対象となり得ることにご留意ください。 

 

３ 都道府県労働局及び都道府県警察本部への通報等 

（１） 通報先 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告において就業地と

される場所の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課

室（別添２）及び警察本部の担当部署（別添３）の両方とします。 

なお、就業地が複数ある場合には主たる就業地、主たる就業地が不明な場

合には就業地のうち任意の就業地、就業地が不明な場合には求人者の住所

地、就業地及び求人者の住所地のいずれも不明な場合には事業者の住所地

とします。 

また、就業地とは別に、求人者に関する情報（IP アドレス等）に基づき、より

適切と考えられる地域がある場合には、その地域の所在する都道府県を管轄

する労働局の需給調整事業担当部課室及び警察本部の両方に通報していた

だいて差し支えありません。 

就業地及び求人者の住所地のいずれも不明で、求人者に関する情報によっ

ても適切な地域が確定できない場合（海外である場合を含む。）には、事業者

の住所地の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課室

及び警察本部の両方とします。 

 

（２） 通報の方法等 

まず電話により、（１）の通報先（都道府県労働局及び都道府県警察本部の

両方）へ、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告を把握した

こと及び事案の概要について連絡していただくようお願いいたします。 

なお、通報に当たっては、有害業務に該当するとの確証は要せず、断片的な

情報であっても、積極的に通報をしていただくようお願いいたします。 

 

 

 

以上 

担当 職業安定局需給調整事業課 企画係 

電話 03-5253-1111 内線 5312,5835 



〔参照条文抜粋〕 

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号） 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、こ

れを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつ

て、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事し

たとき。 

二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者

の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事した

とき。 

 

刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号） 

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることがで

きる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをす

ることができない。 

② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める

ことができる。 

③～⑤ （省略） 

 



職発 0317 第 ２号 

 令和５年３月 17 日 

 

 

厚 生 労 働 省 

職 業 安 定 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務、又は 

違法・有害と疑われる事案への対応について 

 

 

募集情報等提供事業を利用するなどにより、あたかも通常の募集を装い、強盗や

特殊詐欺などの職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務を募

る、いわゆる闇バイトなどの募集広告が確認されています。広く社会的に認知されて

いる求人メディア等の募集広告を悪用して犯罪行為の実行行為者を募り、労働者に

なろうとする者自身が意図せず犯罪者となる懸念があるなど、重大な社会問題となっ

ています。 

本日、犯罪対策閣僚会議において「ＳＮＳで実行犯を募集する手口による強盗や特

殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」（別添１）が策定されました。貴会におかれまし

ても、会員企業及びその関係事業者に対し、下記にご留意の上、職業安定法第 63条

第２号に規定する公衆道徳上有害な業務（以下「有害業務」といいます。）又は違法・

有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報の掲載等を防止することや、有害業

務又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報等を把握した場合に、

下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に連絡をいただくなど、適切な

対応（以下「本件取組」といいます。）をするよう周知を図っていただきたくお願いいた

します。 

なお、本件通知は警察庁と協議済であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 対象 

本件取組の対象は、有害業務（※）又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹

介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者の供給に関する、契約の申入れか

ら締結、契約に基づくサービスの提供に至るまでのすべての過程とします。 

一般社団法人 日本人材紹介事業協会 御中 

 



また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、求人に関する情報の収集か

ら掲載に至るまでのすべての過程とします。 

※ 例えば社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務をいい、裁判例（東京

高裁平成３年 10月 14日判決）においては、「『公衆道徳上有害な業務に就かせ

る目的』とは、当該業務に従事することが即犯罪を構成するか、犯罪を構成しな

いまでも犯罪に極めて近接するような業務であって、しかも公衆道徳にもとること

著しい業務に就かせる目的を指すものと解すべき」とするものがあります。 

 

２ 有害業務に係る求人広告への対応 

（１） 予防のための取組について 

有害業務に係る求人広告が掲載されることを防ぐため、サービスの提供に至

るまでの各過程において、募集に係る業務が有害業務に該当しないかを確認

するとともに、違法・有害と疑われる業務である場合には、求人者や募集に係

る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が掲

載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、有害業務又は違法・

有害と疑われる業務に係る求人広告を収集しないように努めるとともに、収集

した求人広告に違法・有害と疑われる業務を確認したときは、求人者や募集に

係る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が

掲載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

上記の確認をしてもなお求人者や募集に係る業務の内容に不審な点がある

場合には、求人広告の掲載について拒否や保留等の対応をするとともに、速

やかに下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報（通報先の

選定基準については下記３（１）参照。）した上で、その指示・助言等を受け適切

にご対応ください。 

なお、確認等に当たって判断に迷うことや不明な点などがあれば、通報先と

なり得る警察本部までご相談ください。 

 

（２） 排除のための取組について 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告が掲載されていな

いかについて、定期的に自主点検をするとともに、有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告が掲載されていることを発見した場合は、直ちに

当該求人広告の削除や公開の停止等、労働者が応募できないようにする措置

を講じるとともに、下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報

した上で、その指示・助言等を受け適切にご対応ください。 

なお、当該求人広告の削除や公開の停止に当たっては、関連する通信ログ



も含めて、可能な限り当該求人広告に関する情報の保全等に努める必要があ

ることにご留意ください。 

おって、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告は、的確表

示義務（職業安定法第５条の４）等に違反していることが多いと考えられますが、

職業紹介事業者等が、当局の指示にもかかわらず有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告に対して適切な措置をとらない場合には、本条

違反等による指導・監督の対象となり得ることにご留意ください。 

 

３ 都道府県労働局及び都道府県警察本部への通報等 

（１） 通報先 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告において就業地と

される場所の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課

室（別添２）及び警察本部の担当部署（別添３）の両方とします。 

なお、就業地が複数ある場合には主たる就業地、主たる就業地が不明な場

合には就業地のうち任意の就業地、就業地が不明な場合には求人者の住所

地、就業地及び求人者の住所地のいずれも不明な場合には事業者の住所地

とします。 

また、就業地とは別に、求人者に関する情報（IP アドレス等）に基づき、より

適切と考えられる地域がある場合には、その地域の所在する都道府県を管轄

する労働局の需給調整事業担当部課室及び警察本部の両方に通報していた

だいて差し支えありません。 

就業地及び求人者の住所地のいずれも不明で、求人者に関する情報によっ

ても適切な地域が確定できない場合（海外である場合を含む。）には、事業者

の住所地の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課室

及び警察本部の両方とします。 

 

（２） 通報の方法等 

まず電話により、（１）の通報先（都道府県労働局及び都道府県警察本部の

両方）へ、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告を把握した

こと及び事案の概要について連絡していただくようお願いいたします。 

なお、通報に当たっては、有害業務に該当するとの確証は要せず、断片的な

情報であっても、積極的に通報をしていただくようお願いいたします。 

 

 

 

以上 

担当 職業安定局需給調整事業課 企画係 

電話 03-5253-1111 内線 5312,5835 



〔参照条文抜粋〕 

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号） 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、こ

れを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつ

て、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事し

たとき。 

二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者

の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事した

とき。 

 

刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号） 

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることがで

きる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをす

ることができない。 

② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める

ことができる。 

③～⑤ （省略） 

 



職発 0317 第 3 号 

 令和５年３月 17 日 

 

 

厚 生 労 働 省 

職 業 安 定 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務、又は 

違法・有害と疑われる事案への対応について 

 

 

募集情報等提供事業を利用するなどにより、あたかも通常の募集を装い、強盗や

特殊詐欺などの職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務を募

る、いわゆる闇バイトなどの募集広告が確認されています。広く社会的に認知されて

いる求人メディア等の募集広告を悪用して犯罪行為の実行行為者を募り、労働者に

なろうとする者自身が意図せず犯罪者となる懸念があるなど、重大な社会問題となっ

ています。 

本日、犯罪対策閣僚会議において「ＳＮＳで実行犯を募集する手口による強盗や特

殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」（別添１）が策定されました。貴会におかれまし

ても、会員企業及びその関係事業者に対し、下記にご留意の上、職業安定法第 63条

第２号に規定する公衆道徳上有害な業務（以下「有害業務」といいます。）又は違法・

有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報の掲載等を防止することや、有害業

務又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報等を把握した場合に、

下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に連絡をいただくなど、適切な

対応（以下「本件取組」といいます。）をするよう周知を図っていただきたくお願いいた

します。 

なお、本件通知は警察庁と協議済であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 対象 

本件取組の対象は、有害業務（※）又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹

介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者の供給に関する、契約の申入れか

ら締結、契約に基づくサービスの提供に至るまでのすべての過程とします。 

公益社団法人 全国求人情報協会 御中 

 



また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、求人に関する情報の収集か

ら掲載に至るまでのすべての過程とします。 

※ 例えば社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務をいい、裁判例（東京

高裁平成３年 10月 14日判決）においては、「『公衆道徳上有害な業務に就かせ

る目的』とは、当該業務に従事することが即犯罪を構成するか、犯罪を構成しな

いまでも犯罪に極めて近接するような業務であって、しかも公衆道徳にもとること

著しい業務に就かせる目的を指すものと解すべき」とするものがあります。 

 

２ 有害業務に係る求人広告への対応 

（１） 予防のための取組について 

有害業務に係る求人広告が掲載されることを防ぐため、サービスの提供に至

るまでの各過程において、募集に係る業務が有害業務に該当しないかを確認

するとともに、違法・有害と疑われる業務である場合には、求人者や募集に係

る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が掲

載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、有害業務又は違法・

有害と疑われる業務に係る求人広告を収集しないように努めるとともに、収集

した求人広告に違法・有害と疑われる業務を確認したときは、求人者や募集に

係る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が

掲載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

上記の確認をしてもなお求人者や募集に係る業務の内容に不審な点がある

場合には、求人広告の掲載について拒否や保留等の対応をするとともに、速

やかに下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報（通報先の

選定基準については下記３（１）参照。）した上で、その指示・助言等を受け適切

にご対応ください。 

なお、確認等に当たって判断に迷うことや不明な点などがあれば、通報先と

なり得る警察本部までご相談ください。 

 

（２） 排除のための取組について 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告が掲載されていな

いかについて、定期的に自主点検をするとともに、有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告が掲載されていることを発見した場合は、直ちに

当該求人広告の削除や公開の停止等、労働者が応募できないようにする措置

を講じるとともに、下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報

した上で、その指示・助言等を受け適切にご対応ください。 

なお、当該求人広告の削除や公開の停止に当たっては、関連する通信ログ



も含めて、可能な限り当該求人広告に関する情報の保全等に努める必要があ

ることにご留意ください。 

おって、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告は、的確表

示義務（職業安定法第５条の４）等に違反していることが多いと考えられますが、

職業紹介事業者等が、当局の指示にもかかわらず有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告に対して適切な措置をとらない場合には、本条

違反等による指導・監督の対象となり得ることにご留意ください。 

 

３ 都道府県労働局及び都道府県警察本部への通報等 

（１） 通報先 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告において就業地と

される場所の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課

室（別添２）及び警察本部の担当部署（別添３）の両方とします。 

なお、就業地が複数ある場合には主たる就業地、主たる就業地が不明な場

合には就業地のうち任意の就業地、就業地が不明な場合には求人者の住所

地、就業地及び求人者の住所地のいずれも不明な場合には事業者の住所地

とします。 

また、就業地とは別に、求人者に関する情報（IP アドレス等）に基づき、より

適切と考えられる地域がある場合には、その地域の所在する都道府県を管轄

する労働局の需給調整事業担当部課室及び警察本部の両方に通報していた

だいて差し支えありません。 

就業地及び求人者の住所地のいずれも不明で、求人者に関する情報によっ

ても適切な地域が確定できない場合（海外である場合を含む。）には、事業者

の住所地の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課室

及び警察本部の両方とします。 

 

（２） 通報の方法等 

まず電話により、（１）の通報先（都道府県労働局及び都道府県警察本部の

両方）へ、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告を把握した

こと及び事案の概要について連絡していただくようお願いいたします。 

なお、通報に当たっては、有害業務に該当するとの確証は要せず、断片的な

情報であっても、積極的に通報をしていただくようお願いいたします。 

 

 

 

以上 

担当 職業安定局需給調整事業課 企画係 

電話 03-5253-1111 内線 5312,5835 



〔参照条文抜粋〕 

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号） 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、こ

れを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつ

て、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事し

たとき。 

二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者

の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事した

とき。 

 

刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号） 

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることがで

きる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをす

ることができない。 

② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める

ことができる。 

③～⑤ （省略） 

 



職発０３１７第１号  

 令和５年３月 17 日 

 

 

厚 生 労 働 省 

職 業 安 定 局 長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務、又は 

違法・有害と疑われる事案への対応について 

 

 

募集情報等提供事業を利用するなどにより、あたかも通常の募集を装い、強盗や

特殊詐欺などの職業安定法第 63条第２号に規定する公衆道徳上有害な業務を募

る、いわゆる闇バイトなどの募集広告が確認されています。広く社会的に認知されて

いる求人メディア等の募集広告を悪用して犯罪行為の実行行為者を募り、労働者に

なろうとする者自身が意図せず犯罪者となる懸念があるなど、重大な社会問題となっ

ています。 

本日、犯罪対策閣僚会議において「ＳＮＳで実行犯を募集する手口による強盗や特

殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」（別添１）が策定されました。貴会におかれまし

ても、会員企業及びその関係事業者に対し、下記にご留意の上、職業安定法第 63条

第２号に規定する公衆道徳上有害な業務（以下「有害業務」といいます。）又は違法・

有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報の掲載等を防止することや、有害業

務又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹介や求人情報等を把握した場合に、

下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に連絡をいただくなど、適切な

対応（以下「本件取組」といいます。）をするよう周知を図っていただきたくお願いいた

します。 

なお、本件通知は警察庁と協議済であることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 対象 

本件取組の対象は、有害業務（※）又は違法・有害と疑われる業務に係る職業紹

介、労働者の募集、募集情報等提供又は労働者の供給に関する、契約の申入れか

ら締結、契約に基づくサービスの提供に至るまでのすべての過程とします。 

公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 御中 

 



また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、求人に関する情報の収集か

ら掲載に至るまでのすべての過程とします。 

※ 例えば社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務をいい、裁判例（東京

高裁平成３年 10月 14日判決）においては、「『公衆道徳上有害な業務に就かせ

る目的』とは、当該業務に従事することが即犯罪を構成するか、犯罪を構成しな

いまでも犯罪に極めて近接するような業務であって、しかも公衆道徳にもとること

著しい業務に就かせる目的を指すものと解すべき」とするものがあります。 

 

２ 有害業務に係る求人広告への対応 

（１） 予防のための取組について 

有害業務に係る求人広告が掲載されることを防ぐため、サービスの提供に至

るまでの各過程において、募集に係る業務が有害業務に該当しないかを確認

するとともに、違法・有害と疑われる業務である場合には、求人者や募集に係

る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が掲

載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

また、いわゆるクローリング型のサービスにおいては、有害業務又は違法・

有害と疑われる業務に係る求人広告を収集しないように努めるとともに、収集

した求人広告に違法・有害と疑われる業務を確認したときは、求人者や募集に

係る業務の内容等について十分に確認するなど、有害業務に係る求人広告が

掲載されない仕組みを設けるようお願いいたします。 

上記の確認をしてもなお求人者や募集に係る業務の内容に不審な点がある

場合には、求人広告の掲載について拒否や保留等の対応をするとともに、速

やかに下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報（通報先の

選定基準については下記３（１）参照。）した上で、その指示・助言等を受け適切

にご対応ください。 

なお、確認等に当たって判断に迷うことや不明な点などがあれば、通報先と

なり得る警察本部までご相談ください。 

 

（２） 排除のための取組について 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告が掲載されていな

いかについて、定期的に自主点検をするとともに、有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告が掲載されていることを発見した場合は、直ちに

当該求人広告の削除や公開の停止等、労働者が応募できないようにする措置

を講じるとともに、下記３により都道府県労働局及び都道府県警察本部に通報

した上で、その指示・助言等を受け適切にご対応ください。 

なお、当該求人広告の削除や公開の停止に当たっては、関連する通信ログ



も含めて、可能な限り当該求人広告に関する情報の保全等に努める必要があ

ることにご留意ください。 

おって、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告は、的確表

示義務（職業安定法第５条の４）等に違反していることが多いと考えられますが、

職業紹介事業者等が、当局の指示にもかかわらず有害業務又は違法・有害と

疑われる業務に係る求人広告に対して適切な措置をとらない場合には、本条

違反等による指導・監督の対象となり得ることにご留意ください。 

 

３ 都道府県労働局及び都道府県警察本部への通報等 

（１） 通報先 

有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告において就業地と

される場所の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課

室（別添２）及び警察本部の担当部署（別添３）の両方とします。 

なお、就業地が複数ある場合には主たる就業地、主たる就業地が不明な場

合には就業地のうち任意の就業地、就業地が不明な場合には求人者の住所

地、就業地及び求人者の住所地のいずれも不明な場合には事業者の住所地

とします。 

また、就業地とは別に、求人者に関する情報（IP アドレス等）に基づき、より

適切と考えられる地域がある場合には、その地域の所在する都道府県を管轄

する労働局の需給調整事業担当部課室及び警察本部の両方に通報していた

だいて差し支えありません。 

就業地及び求人者の住所地のいずれも不明で、求人者に関する情報によっ

ても適切な地域が確定できない場合（海外である場合を含む。）には、事業者

の住所地の所在する都道府県を管轄する労働局の需給調整事業担当部課室

及び警察本部の両方とします。 

 

（２） 通報の方法等 

まず電話により、（１）の通報先（都道府県労働局及び都道府県警察本部の

両方）へ、有害業務又は違法・有害と疑われる業務に係る求人広告を把握した

こと及び事案の概要について連絡していただくようお願いいたします。 

なお、通報に当たっては、有害業務に該当するとの確証は要せず、断片的な

情報であっても、積極的に通報をしていただくようお願いいたします。 

 

 

 

以上 

担当 職業安定局需給調整事業課 企画係 

電話 03-5253-1111 内線 5312,5835 



〔参照条文抜粋〕 

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号） 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、こ

れを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつ

て、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事し

たとき。 

二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者

の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事した

とき。 

 

刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号） 

第百九十七条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることがで

きる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをす

ることができない。 

② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める

ことができる。 

③～⑤ （省略） 

 


